
日医発第378号（保103）

平成23年7月25目

都道府県医師会長殿

日本医師会長
　　原　中　勝　征

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

　平成23年7月12日付厚生労働省告示第231号をもって薬価基準の一部が改正され、告

示の日から適用されました。

　今回の改正は、製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、新名称の医薬品「メ

ロキシカム錠5mg「クニヒロ」」等、計6品目が薬価基準の別表に収載されたものでありま

す。

　また、平成23年7月12日付厚生労働省告示第232号で、旧名称の医薬品「メロキシカ

ム錠5mg「NT」」等、計6品目が掲示事項等告示の別表に収載され、経過措置品目（使用

期限：平成24年3月31日限り）となりました。

　つきましては、以上の改正内容に関して、貴会会員に周知くださるようお願い申し上げ

ます。

　なお、本件につきましては、日本医師会雑誌9月号に掲載を予定しております。

（添付資料）

1．官報（平23．7．12第5595号抜粋）
2．使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

　　（平23．7．12　厚生労働省保険局医療課事務連絡）
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平成23年7月12日

厚生労働省保険局医療課

使用薬剤あ薬価（薬価基準）等の一部改正について

　使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省告示第60号。以下r薬価基準」と
いう。）・及びr療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づぎ厚生労働大臣が定める掲
示事項等」・’（平成18年厚生労働省告示第107号。以下・r掲示事項等告示」という。）につ

いては、平成23年厚生労働省告示第231号及び第232号をもって改正されたところですが、
その概要は下記のとおゆですので、－貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周
知徹底をお願いします。一

記

1　薬価基準の一部改正について
　（1）　製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、販売名の変更があった医
　’薬品（内用薬6品目）について、薬価基準の別表に収韓したものである’ごと。

（2）．（1）により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりで

　あること。

区分 内用薬 一注射．薬・ 外用　薬 歯科用薬剤 計

品目数 9，388 4，307 2，一869
’．36・．

16乳600

2　掲示事項等告宗の一部改正について
　（1）新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼’

　　があった医薬品（内用薬6品目）について、掲示事項等告示の別表第8に収載す
　　ることにより、平成24年4月1日以降保険診療における使用医薬品から除外す
　　るものであること。

（2）’（1）により掲示事項等告示の別表第8’に収載されている全医薬品の品目数1墨

　のとおりであるこ’と。

区分 内重用　薬 注射薬 外用　薬 歯科用薬剤 計，

’品目数 1－16 69 61 ．1 247



薬価基．準告示
（参・考1）

N　o ’薬価基準名 成分名、 輝幣単位 薬価（円）

1 内用率 メワキシカム錠5面9’rグFヒロ」・ 多面キシ勇み 5叩1錠 23．20’

2 内用薬 メ・キシカム錠1・血gl〃才・∫． タ・紗カム ！0mg1鍵 34．40

3’ 内用薬 琳ペリ’ドン鋤5mgrクニピ可’ リスペリドン 　　　　　　　　　　　軸O．5mg1錠 11．20’

4 内角薬
ツ，スペリドン錠・mg．rクニピ可　　　　　　　　　　　ン

リスペリドン，’ ゴmg1鎗 17・．90

5 内用渠’ リス尋リドン錠2mg　rクデヒロ・∫ リ．スペリドン 2血91錠・ 　1Q3．10’

6 内用薬
　　　　　　　一「　　■
梶E久ペリドセ錠3蛇rクニヒロ」’ 財ペリドン 3mg1錠 34．30

（参　考2）

別表’8 （平成24年3月31日まで）、
掃示事項等告示．

N　o 薬雌準名、 成分名 規格単位， 薬価’〈円）

1 内用薬 メロキシカみ錠5mg・rNT」 メロキシカム 5mg1錠
28，」20

2 内用薬’ 　　　　一＜鴻Lシカム錠10mg　rNT」・ メロキシカみ 10血書1錠’ 34．40

＄ 内用薬 財ペリドン錠・！与mg－rNT」　　　． ．リ’l刈ドン． 0．5蛇1錠 11．20

4 内用薬 リスペリドン錠・喀魔」・こ サース揖リドン img1錠 117．90

5 内用秦　　　　■
リヌペリドン錠2mg羊NT〕　　　　　、　，

リネペリドン’， 2mg1錠 23，10一

6 内用率 リ区ペリドセ錠3mg「煎丁」 リスペリードン　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　｛ 3mg1錠1 34．30


